
東久留米市立小・中学校における２学期の体制について 

 

市立小・中学校では、８月２７日（金）から始まります２学期に向け、円滑な教育活動を実施

できるよう下記のとおり新型コロナウイルス感染症対策を一層徹底してくとともに、児童・生徒

への確実な学びを進めてまいります。 

保護者・地域の皆様がご安心できるよう感染症対策に取り組んでまいりますので、ご理解・ご

協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 学校運営の基本方針 

  感染防止対策を徹底しながら学校における教育活動を継続します 。 

感染防止対策を徹底するためには、児童・生徒への指導を行うだけでなく全教職員はもとよ

り、これまで以上に保護者の方のご理解・ご協力が必要であると考えます 。 

 

２ 児童・生徒に対する指導 

 （１）基本的な感染症予防策の徹底について 

    次の内容の指導を行います。 

     ア 新型コロナウイルス感染症についての理解 

     イ 「３つの密」の徹底した回避 

     ウ 正しいタイミングと正しい方法による手洗いの励行 

     エ 咳エチケットの徹底 

    なお、登下校時の児童・生徒が密集状態にならないようにします。 

 （２）健康観察の実施について 

    児童・生徒の健康観察をより一層徹底して行います。 

    児童・生徒に発熱等の風邪の症状や咳、息苦しさ、強いだるさ（倦怠感）等の体調不良

の症状が見られるときは、学校から保護者の方に受診するよう依頼します。御家庭におい

てもお子様の健康観察を行っていただき、登校前にこのような症状が見られた場合は、学

校に連絡をした上で、登校させないようお願いします。この場合、欠席の扱いにはなりま

せん。 

これまで以上の家庭における感染症予防の徹底についてご協力をお願いします。 

（３）学習活動について 

   感染症対策を十分に行った上で実施してまいります。なお、一部の活動については、当

面の間実施を見合わせます。 

（４）部活動について 

   部活動は、活動日、活動時間、活動内容等について適宜見直しつつ、生徒の体力や健康

及び技能等の状況を踏まえるとともに、感染症対策等を徹底した上で工夫して実施します。

部活動の日時や実施内容については、あらかじめ生徒及び保護者の方に周知します。なお、

感染症対策を講じても生徒の安全を確保することができないような感染リスクの高い活動

は行いません。 

吹奏楽部や合唱部等の定期演奏会等の実施については、感染症等の状況を踏まえ、学校

ごとに実施の可否を判断します。 

マスクの着用については、運動部においては技能を伴う場合の着用は必要ないものとし

ます。ただし、教員の説明を聞いているときなど運動をしていない場面においては、可能

な限りマスクを着用するものとします。文化部においてはマスクを外す必要がある場合は

人との距離をおおむね２メートル以上確保するとともに不必要な会話や発声を行わないも

のとします。 

（５）学校行事について 

   緊急事態宣言の解除される日までに実施する校外学習等については、中止又は延期とし



ます。 

宿泊を伴う学校行事のうち、移動教室については滞在地に新型コロナウイルス感染症緊

急事態宣言が発令されている場合は中止又は延期、修学旅行については東京都に新型コロ

ナウイルス感染症緊急事態宣言が発令されている場合は中止又は延期とします。なお、緊

急事態宣言が発令されていない場合でも、感染症の状況によっては中止の判断を行うこと

もあります。 

 （６）昼食における感染症予防策の徹底 

    学校においては、「学校給食衛生管理基準」に基づき調理作業や配膳等を行います。児童・

生徒の配膳については、マスクの着用及び間隔を空けて並ぶことを徹底して行います。 食

事の前後の手洗いを励行し、対面して喫食する形態を避け、会話を控えるよう指導します。

また、喫食前後のマスクの着用を指導します。 

 （７）休憩時間における感染症予防策の徹底 

    窓を開放することにより、教室等の十分な換気行います。廊下やトイレにおいて密集し

ないよう、導線を示したり声掛けを行ったりします。互いの体が接触するような遊びはな

るべく行わないよう指導します。 

 （８）その他 

    学習の定着が十分に図れないなど課題の生じた内容に関しては、感染症対策を徹底した 

上で、個別に放課後の補習等を行うなどする場合があります。なお、補習等終了後は、速

やかに帰宅するよう指導します。 

    各学校では、全教職員が児童・生徒に声掛け等を行うことで、長期休業明けに見られる

児童・生徒の小さな変化を見逃さないよう努めてまいります。ご家庭において、お子様に

少しでも気になる様子が見られる場合は、学校や相談機関にご相談ください。 

 

３ ご家庭への感染症対策の依頼（家庭に持ち込まない行動のお願い） 

疾病に対する抵抗力を高めるためには、ご家庭における十分な睡眠、適度な運動、バランス

のとれた食事が重要です。また、感染症対策について学校及びご家庭で共有するためにも、ご

家庭において、新型コロナウイルス感染症についての正しい理解、「３つの密」の徹底した回避、

正しいタイミングと正しい方法による手洗い、咳エチケットについてぜひ話題にしてください。 

健康観察については、子供たちだけでなく、ご家族の皆様にも引き続き行っていただくよう

お願いします。なお、ご家族の中に新型コロナウイルスに感染した又は疑いのある方がいた場 

合は、速やかに学校にお知らせください。 

緊急事態宣言が解除されるまでは、不要不急の外出について自粛するようご協力ください。 


